
佐伯市在宅高齢者住宅改造助成事業 

 

この事業は、在宅の高齢者等のいる世帯が住宅設備をその在宅高齢者等の生活に適するように改

造することにより、在宅高齢者等が寝たきりになるのを防止するとともに、介護者の負担軽減を目

的として、その改造費用の助成を行うものです。 

 

【注意事項】 

この事業は、大分県と市の予算内で行うため、応募多数の場合は、優先順位をつける等、必

ず助成を受けられるものではありません。また、内容によっては対象とならない場合がありま

すので、ご了承ください。 

既に着工済の工事は対象となりませんので、ご注意ください。 

申請する住宅改造が、介護保険の住宅改修の給付の対象になる場合は、その給付を受けて

いただきます。詳しくは、介護保険係や担当のケアマネージャーにご相談ください。 

 

≪対象者≫ 

補 助 

対象者 

年  齢 

① ６５歳以上で要支援・要介護の認定を受けている方がいる世帯 

② ７５歳以上の方がいる世帯 

③ ６５歳以上の高齢者のみの世帯 

所得制限 
世帯の生計中心者（最も収入額の多い者）の前年所得金額が２００万円未

満 

そ の 他 
市内に住所があり、在宅者であること（施設入所・入院をしていないこと）。 

世帯全員が市税の滞納がないこと。 

※①～③のいずれかに該当し、所得制限、その他すべてに該当すれば、対象者となります。 

 

≪対象工事≫ 

助成できない 

住宅や内容 

① 増築を伴う工事       ② 公営住宅 

③ 老朽化のため行う工事    ④ すでに着工している工事 

⑤ 助成対象の住宅が、過去にこの助成制度(一般住宅改造工事の助成に限

る。)を受けたことがある場合 

助成対象 

対象工事 

① 手すりの取付け       ② 段差の解消   

③ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 

④ 引き戸等への扉の取替え   ⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

⑥ その他①～⑤の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造 

内 容 

≪一般住宅改造助成≫ 

・玄関：スロープの設置、手すりの設置、踏み台の設置等 

・廊下：手すりの設置、段差解消等 

・居室：手すりの設置、(滑りにくいものへ)床材変更、段差解消等 



・浴室：浴槽の変更、(滑りにくいものへ)床材変更、段差解消等 

・便所：和式から洋式への便器変更、手すりの設置、段差解消等 

・階段：手すりの設置等 

・その他必要な場所の工事 

 

≪自立支援小規模改造助成≫ 

上記のうち、早期における自立支援・重症化防止に資する小規模（工事

に要する費用が 30 万円以下）な工事 

※助成対象工事が在宅高齢者にとって真に必要であると認められる工事のみ対象です。また、介

護保険の住宅改修の給付の対象になる場合は、その給付を受けること。 

 

≪助成額≫ 

助成額 

対象工事費 

(上限額) 

一般住宅改造助成：６０万円（４０万円） ※１ ※２ 

自立支援小規模改造助成：３０万円 

補助率 ２/３（生活保護世帯の場合は、10/10） 

助成額 

(上限額) 

一般住宅改造助成：４０万円（２６．６万円） 

自立支援小規模改造助成：２０万円 

※１ 介護保険の住宅改修費の給付対象となる在宅高齢者のいる世帯は４０万円 

※２ 自立支援小規模改造助成を受けた在宅高齢者世帯の限度額は、以下により算出 

・６０万円（４０万円）― 自立支援小規模改造助成を受けた額の助成基本額 

 

≪流れ≫ 

助成の流れ 

①  在宅高齢者住宅改造助成金交付申請書提出 

  添付書類：〇同意書  

〇詳しい工事内容の書いてある見積書 

〇改造個所の見取図及び写真（日付入り） 

〇暴力団関係者でない旨の誓約書 

② 職員が訪問調査し、助成の可否を決定します。(約 1～２か月後) 

③ 工事可の通知（決定通知）が出てから、工事を開始します。 

④ 工事完了後、必要書類を提出します。 

   提出書類：〇在宅高齢者住宅改造助成事業工事完了届 

〇工事契約書の写し  

〇工事領収証又は請求書の写し 

〇工事完了後の写真（日付入り） 

⑤ 職員による現地調査にて工事完了の確認を行います。 

⑥ 確定通知書が届いたら、在宅高齢者住宅改造助成金交付請求書の提出 

⑦ 助成金を支払います。 

 

  佐伯市 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係 ０９７２-２３-６８００ 














